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      2017年 9月吉日 

荒井商事株式会社 

                                                         EC 事業部 

AI-TRADER 

 

 

 

AI-NET 会員規約、落札代行規約、店舗在庫規約、AA 在庫規約 改訂 

 

 

 

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。 

平素はアライオートオークションおよびＡＩ-ＴＲＡＤＥＲに、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、平成 29 年 10 月 1 日より、下記の通り、「AI-NET 会員規約」、「落札代行規約」、「店舗在庫規約」、 

「AA在庫規約」につきまして改訂させて頂きます。 

今後とも、AI-NET サービスは、会員様が「ご利用しやすく、落札しやすい」取引の実現に向け精一杯努力して

参りますが、ご利用会員の皆様におきましても、何卒ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

敬具 

 

記 

 

導 入 日     平成 29 年 10 月 1 日 

 

内  容     規約改訂 

           1. AI-NET 会員規約 第 2 条（基本用語の定義）より、一部改訂 

           2. 落札代行規約   第 2 条（用語の定義）より、一部改訂 

           3. 落札代行規約   別表Ⅲ 手数料区分より、一部追記 

           4. 店舗在庫規約   第 7 条（出品対象車両）より、一部改訂 

5. 店舗在庫規約   第 24 条（譲渡書類）より、一部改訂 

6. AA 在庫規約      第１条（定義）より、一部改訂 

           7. AA 在庫規約    第 15 条（落札車両搬出）より、一部追記 

8. AA 在庫規約    第 19 条（その他）より、一部改訂 
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≪現在≫ 

本規約において使用する基本用語の定義は、次のとおりとします。 

１．ＡＩ－ＮＥＴ：当社が提供するインターネットによる中古自動車・中古自動二輪車のオークション

サイトまたは当該サイトに含まれる中古自動車・中古自動二輪車のオークションに

付随するサービスの総称をいいます。 

          名  称：アライ・インターネット・システム・サービス 

          英 文 名：ARAI  INTERNET  SYSTEM  SERVICE 

          略 名 称：アイ・ネット 

          略英文名：AI-NET 

２．提携会場：中古自動車・中古自動二輪車のオークションのサービスを提供している主体であって、

当社と業務提携契約の関係にあるものをいいます。 

３．アライオートオークション：荒井商事株式会社及びアライオートオークション仙台株式会社が主催

する中古自動車・中古自動二輪車のオートオークションのサービスを 

提供している主体をいいます。 

 

↓ 

≪改訂後≫ 

本規約において使用する基本用語の定義は、次のとおりとします。 

１．ＡＩ－ＮＥＴ：当社が提供するインターネットによる中古自動車・中古自動二輪車・中古建設機械      

のオークションサイトまたは当該サイトに含まれる中古自動車・中古自動二輪車・

中古建設機械・中古農業機械・中古産業機械のオークションに付随するサービス 

および中古車流通におけるサービスの総称をいいます。 

          名  称：アライ・インターネット・システム・サービス 

          英 文 名：ARAI  INTERNET  SYSTEM  SERVICE 

          略 名 称：アイ・ネット 

          略英文名：AI-NET 

２．提携会場：中古自動車・中古自動二輪車のオークション及び入札会、インターネットを使った     

中古車流通ビジネスのサービスを提供している主体であって、当社と業務提携契約の  

関係にあるものをいいます。 

３．アライオートオークション：荒井商事株式会社及びアライオートオークション仙台株式会社が主催 

する中古自動車・中古自動二輪車・中古建設機械のオークションの  

サービスを提供している主体をいいます。 

 

 

 

 

 

① ≪AI-NET 会員規約≫第 2条 (基本用語の定義)より、一部改訂 

①  
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≪現在≫ 

本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各項に定めるとおりとします。なお、本規約に 

定めのないものは、ＡＩ－ＮＥＴ規約に定めるところによります。 

１．アライＡＡ 

当社及びアライオートオークション仙台株式会社（以下、「アライ仙台」といいます。）が主催する

中古自動車・中古自動二輪車・中古商用車のオートオークションをいい、当該オートオークション

を主催する当社及びアライ仙台をいう場合もあります。 

↓ 

≪改訂後≫ 

本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各項に定めるとおりとします。なお、本規約に 

定めのないものは、ＡＩ－ＮＥＴ規約に定めるところによります。 

１．アライＡＡ 

当社及びアライオートオークション仙台株式会社（以下、「アライ仙台」といいます。）が主催する

中古自動車・中古自動二輪車・中古商用車・中古建設機械のオークションをいい、当該オークショ

ンを主催する当社及びアライ仙台をいう場合もあります。 

 

 

 

別表 III 手数料区分   

入札手数料 400 円  

下見代行手数料 2,000 円  

通常落札手数料 15,000 円  

大型落札手数料 25,000 円  

特大落札手数料 40,000 円  

商談通常落札手数料 20,000 円  

商談大型落札手数料 30,000 円  

商談特大落札手数料 45,000 円  

売買契約解除手数料 10,000 円  

ORIX入札会通常落札手数料 15,000 円  

ORIX入札会大型落札手数料 25,000 円  

ＴＡＡ/ＣＡＡ通常落札手数料 18,000 円  

ＴＡＡ/ＣＡＡ大型落札手数料 28,000 円  

ＴＡＡ/ＣＡＡ特大落札手数料 43,000 円  

ＴＡＡ/ＣＡＡワンプライス通常落札手数料 18,000 円  

ＴＡＡ/ＣＡＡワンプライス大型落札手数料 28,000 円  

ＴＡＡ/ＣＡＡワンプライス特大落札手数料 43,000 円  

② ≪落札代行規約≫第 2 条 (用語の定義)より、一部改訂 

②  

③ ≪落札代行規約≫別表Ⅲ 手数料区分より、一部改訂（赤字部分追記） 

③  
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ＴＡＡ/ＣＡＡ商談通常落札手数料 25,000 円  

ＴＡＡ/ＣＡＡ商談大型落札手数料 35,000 円  

ＴＡＡ/ＣＡＡ商談特大落札手数料 50,000 円  

ＪＵ即落通常落札手数料 15,000 円  

ＪＵ即落大型落札手数料 25,000 円  

※上記の手数料額は税別です。      

※手数料区分は、当社及び提携会場によって変更される場合があります。 

※落札代行サービスにおける大型とは、アライＡＡ規約に定める中型Ⅱ以上のことを言います。 

※落札代行サービスにおける特大とは、アライＡＡ規約に定める特大以上のことを言います。 

※ORIX 入札会における大型車は登録の有無にかかわらず、全長が 750ｃｍ以上または全幅が 210ｃｍ以上の自動車を言います。 

 

 

 

 

≪現在≫ 

（15）建設機械・産業機械は、出品者が盗難歴を確認し、盗難歴がないこと。また、登録に必要な書類

がない場合には、注意事項欄にその旨を入力すること。 

↓ 

≪改訂後≫ 

（15）建設機械・産業機械は、出品者が盗難歴を確認し、盗難歴がないこと。また、売買契約が成立    

した場合は、当社が定める誓約書兼販売証明書の原本又は登録書類等を当社へ提出が出来ること。 

 

 

 

≪現在≫ 

（18）建設機械（道路運送車両法に基づく登録車両は除く）については、（社）日本建設機械工業会が

発行する統一譲渡証明書の提出を基本とし、統一譲渡証明書が無い場合は、出品者が盗難歴の  

有無を確認し盗難物品ではない事を証明する当社所定の書面（確認先の記入があるもの）と譲渡

証明書又は販売証明書を提出するものとする。産業機械については、出品者が盗難物品でない  

ことを確認し、出品者氏名の記入がある販売証明書又は、譲渡証明書を提出するものとします。

但し、書類がない場合は、注意事項欄にその旨を入力するものとします。 

↓ 

≪改訂後≫ 

（18）建設機械・産業機械については、アライ AAが定める「誓約書兼販売証明書」を提出しなければ   

なりません。但し、日本建設機械工業会が発行する譲渡証明書を提出する場合、または陸運支局

管轄のナンバープレート付き機械（車両）の譲渡書類については、全国の陸運支局で登録が可能

なものでなければなりません。 

④ ≪店舗在庫規約≫第 7 条 （出品対象車両）より、一部改訂 

④  

⑤ ≪店舗在庫規約≫第 24 条 （譲渡書類）より、一部改訂 

⑤  
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≪現在≫ 

７．アライＡＡ規約とは、アライオートオークション規約及びアライオートオークションバイク規約を

包括したことをいいます。 

↓ 

≪改訂後≫ 

７．アライＡＡ規約とは、アライオートオークション規約及びアライバイクオークション規約・アライ

建機オークション規約・ＡＩ－ＮＥＴ規約を包括したことをいいます。 

 

 

 

 

１. 提携会場の共通会員及び 2輪ビジター会員においては、入金確認後の搬出となります。 

２. アライ建機オークションにおける落札は、入金確認後の搬出となります。 

３. 搬出可能時間は、アライＡＡ該当会場の搬出要綱に準じます。 

４. 搬出期限以降のＡＡ在庫落札車については、原則として翌開催日のセリ終了後の搬出となります。 

 

 

 

 

≪現在≫ 

本規約に記載のない事項については、アライＡＡ規約及びＡＩ－ＮＥＴ利用会員規約に準じます。 

↓ 

≪改訂後≫ 

本規約に記載のない事項については、アライオートオークション規約、アライバイクオークション規約・ 

アライ建機オークション規約及びＡＩ－ＮＥＴ規約に準じます。 

 

 

 

以上 

 

ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。 

また、ご利用に際しましての内容のご確認や詳細情報に関しましては当社ＨＰ (http://www.araiaa.jp ) より    

ご確認下さい。 

 

⑥ ≪AA在庫規約≫第 1 条 （定義）より、一部改訂 

⑥  

⑦ ≪AA在庫規約≫第 15 条 （落札車両搬出）より、一部改訂（赤字部分追記） 

⑦  

⑧ ≪AA在庫規約≫第 19 条 （その他）より、一部改訂 

⑧  


